定期建物賃貸借契約書　（案）
台東区（以下「賃貸人」という。）と賃借人（以下「賃借人」という。）は、下記物件について、借地借家法第３８条に定める定期建物賃貸借契約を次のとおり契約する。

（賃貸借物件の表示）

第１条　賃貸人はその所有に係る次の室を賃借人に賃貸する。

１　所在地　　　東京都台東区西浅草三丁目２５番１６号

２　物件　　　　台東区生涯学習センター内　路外地下駐車場

３　貸付面積　　４６０．５㎡

別表１「貸付面積計算表」のとおり

　　４　その他　　　別表２「駐車場設備貸付表」のとおり
（目的）

第２条　賃借人は、賃貸人の所有する物件（駐車場及び車路）を駐車場運営管理に使用することを目的として賃借する。

（運営管理事項）

第３条　賃借人は、本契約及び別に定める駐車場運営仕様書に従い、下記の営業、運営、管理業務を行う。

（１）駐車場内に第三者の特定の自動車を月極寄託契約する業務の全般

（２）全自動料金精算システムによる駐車場時間貸業務の全般

（共用部分の使用等）

第４条　賃借人は、第１条の物件より外部に通じる２ヶ所の廊下、出入口、共用便所等を共用部分として使用する。

２　路外地下駐車場貸付区画、賃借人管理区画及び賃貸人専用区画は、別紙１のとおりとする。
３　賃貸人は賃借人が前条に規定する駐車場運営管理を行うに当り、賃借人に賃借人管理区画の使用を認め、賃借人は賃貸人に賃貸人専用区画の使用を認めるものとする。

（券売機等の設置）
第５条　賃借人はその負担において別表３の管制設備を整えるものとする。

（貸付期間）

第６条　賃貸借の期間は、令和８年１１月１日から令和１３年３月３１日までとする。
（定期建物賃貸借契約の締結）
第７条　賃貸人と賃借人は、この契約は、借地借家法第３８条に定める定期建物賃貸借契約であって、前条の期間満了をもって契約は終了し、更新されないことを確認する。

（賃料）

第８条　賃料は、月額金　　　　　　　円（外税）とする。ただし、区の指示・要請等により、駐車場の営業期間が１か月に満たない月については、日割り計算とし、１円未満の端数が生じたときは、これを１円未満切り捨てとする。
（賃料の改定）
第９条　物価の変動、土地建物に対する公租公課その他経費の増加、近隣土地建物の賃料の変動、その他経済情勢変動等の諸事情により、賃料が不相応と認められるに至ったときは、賃貸人賃借人協議の上、これを改定することができる。
（消費税の負担）

第１０条　賃借人は、第８条（賃料）その他消費税の課税対象となる支払について、当該請求に適用される消費税率に計算される消費税を賃貸人の請求に基づき本来の債務の支払いと合わせて同時に支払うものとする。
（支払方法）
第１１条　賃料は、甲の発行する納入通知書により、翌月分を前月末日までに、指定する場所において納付しなければならない。ただし、年度の開始月である４月分については、４月末日までに支払うこととする。

（保証金）

第１２条　賃借人は、保証金　　　　　　　円を本契約後すみやかに賃貸人に提供する。

２　保証金は、無利息とし、本契約終了後賃借人が貸借室の明渡しを完了したとき、賃貸人より賃借人に返還する。
３　賃貸人は、賃借人の本契約に基づく債務が残存する場合は、何ら催告をすることなく直ちに保証金と相殺し得るものとし、本契約存続中、賃借人は保証金をもって賃料その他の債務との相殺を主張することができない。

（権利の移転）

第１３条　賃借人は、本物件の賃借権を第三者に譲渡することはできない。ただし、第３条第１号の業務に基づく契約はこの限りではない。

２　前項の規定にかかわらず、第三者が合併その他による賃借人の包括承継人である場合、または社名・代表者の変更の場合には、賃借人は、予め書面による賃貸人の承諾を受け、権利を移転することができる。
（公租公課）
第１４条　本物件に課される不動産取得税、固定資産税等の公租公課は、賃貸人の負担とし、賃借人の設置した本物件の造作、設備に課されるこれらの公租公課は賃借人の負担とする。
（改造、補修）

第１５条　賃借人は次に掲げる行為をするためには、予め書面により賃貸人の承認を求めるものとし、その費用は賃借人の負担とする。

（１）造作、設備を新設し、付加し、除去し、又は変更すること。

（２）電話、電気器具及び水道等を新設し、移転し、又は除去し若しくは器具の容量を変更すること。

（３）看板の取付け、広告用懸垂幕等の表示をすること。

（４）本物件に対し、前各号に準ずる原状の変更をすること。

（毀損、滅失に対する責任）

第１６条　賃借人又はその関係人がその責めに帰すべき事由により本物件若しくはその建物並びにその設備器具等を滅失又は毀損したときは賃貸人において補填又は修理し、その費用並びに損害金は賃借人の負担とし、賃貸人の指定した日までに弁償しなければならない。

（規則の遵守）

第１７条　賃貸人が建物管理の必要上、規則を制定し又は注意事項を定めこれを賃借人に通知し、又は適当な場所に掲示したときは賃借人はこれを遵守する。

（解約の申し入れ）

第１８条　貸付期間中であっても次の場合には本契約は終了する。

（１）賃貸人が賃借人に対し正当な事由に基づく解約の申し入れをした後６か月を経過したとき。ただし、賃貸人の申し入れにより賃借人が期間前に退去したときはその時において、本契約は終了するものとする。

（２）賃借人が賃貸人に対し解約の申し入れをした後３か月を経過したとき。

（３）賃借人が賃貸人に対し解約の申し入れとともに解約申し入れの賃料３か月分を支払ったとき。

（４）賃貸人が賃借人に対して賃料の値上げを通告し賃借人がこれに同意せず解約を申し出たとき。

（契約の解除）

第１９条　賃貸人は、賃借人が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をせずに本契約を解除することができる。

（１）賃借人が賃料並びに本契約記載の債務の支払いを２か月以上怠ったとき。その他の本契約の各条項に違反したとき。
（２）賃借人において差押さえ、競売、破産の申し立てを受け又は破産、会社更生、和議申し立てをしたとき。

（３）賃借人が解散、廃棄、支払停止又は債務の私的整理を発表したとき。

（４）賃借人において公序良俗に反する行為があったとき。

２　前項の規定に基づく解除は、賃貸人の賃借人に対する損害賠償の請求を妨げない。

（明渡し）

第２０条　本契約が期間の満了、解約、解除その他の事由により終了したときは、賃借人は直ちに次の条項に従い本物件を明け渡さなければならない。

（１）賃借人は自然の消耗にかかるもののほか、本物件を原状に復するものとする。ただし、賃借人がこれを行わないときは、賃貸人においてこれを行うものとし、その費用は賃借人の負担とする。

（２）賃借人は私有物を直ちに搬出すること。賃借人がこれをしないときは、賃貸人は１０日以内の期間を指定し、搬出を催告し、なおこの期間内に搬出しないときは、賃貸人において任意に処分することができる。賃借人はそのために生じた損害について賃貸人に損害を請求できない。
（３）賃借人は何らの名目をもってするを問わず本物件等について支払った金銭の返還、移転料、立退き料一切を賃貸人に請求できない。

（４）賃借人は本契約終了後から第２号の賃貸人の指定する期日までの間の賃料相当額を明け渡し完了の際に賃貸人に支払う。

（不履行の責任）

第２１条　前条第２号の賃貸人の指定する期日後もなお賃借人において物件を明け渡さないときは賃借人は賃貸人に対しその期間につき第８条の規定の賃料の倍額の損害金を支払うとともに、明け渡し不履行の期間中に賃貸人が被った一切の損害を負担しなければならない。

（遅延損害金）

第２２条　賃借人が、賃料、その他本契約に基づき発生した債務を所定の期日までに履行しない場合は、賃借人は遅延した期間につき年利１４．６％の割合の遅延損害金を支払う。

（契約期間終了の通知）
第２３条　賃借人は賃貸人に対し、第６条記載の期間が満了する１年前から６か月前までの間に、この契約を終了することを通知する。
（管理上の責任）

第２４条　賃借人は、本物件を常に清潔に保持し、その本来の使用目的以外にこれを使用してはならない。

２　賃借人は本物件及び賃貸人所有にかかる諸物件（別表３に規定する管制設備等）につき、修繕する箇所が生じたときは速やかにその修繕を行い、その使用に支障のないようにする。

（使用時間）

第２５条　玄関の開閉、電燈の点滅等の運用時間について、賃借人が時間の延長を必要とするときは予め書面により賃貸人の許可を得なければならない。

（建物使用上の遵守事項）

第２６条　賃借人及びその従業員並びに賃借人の関係人は次に掲げる行為をしてはならない。

（１）賃貸人の営業又は業務を妨害し、若しくは喧騒その他迷惑行為をすること。

（２）爆発性、発火性のある物品その他危険物若しくは不潔悪臭ある物品及び賃貸人の承認を受けない金属等の重量のある物品を本建物内に搬入、格納すること。

（３）吸殻、発火のおそれのある紙くず及びごみをそれぞれ賃貸人の指定する場所以外に捨て又は放置すること。

（４）共同使用部分の通行、使用を妨害すること。

（５）本物件の安全、静粛、品位を損なう行為、又は維持、運営を妨げる行為、又は他に迷惑、不快を及ぼす行為をすること。

（６）本物件の内外並びに壁等に宣伝、広告ビラ等を掲示または貼付すること。

（駐車場管制装置使用上の遵守事項）

第２７条　本物件の受け渡し時に契約の内容に適合しないものがあった場合、賃貸人は賃借人に対し補修の請求をすることができる。

２　本物件について、賃貸人は予め賃借人の承諾を得た場合を除き、設置場所からの移動、改造、その他性能機能についての変更をすることができないものとする。
３　本物件の引渡し以降、滅失、又は損傷して修理不能の場合、賃貸人は書面で賃借人に通知するものとし、賃借人がこれを確認したとき本契約は終了するものとする。

４　前項の場合の損害等については、賃貸人と賃借人で協議して定めるものとする。

５　賃借人は本物件に対し、賃借人を被保険者とする動産総合保険を付すものとする。

６　賃借人は、本契約の存続中、本物件及び本契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し物件に担保又は権利を設定することができない。

（届け出事項）

第２８条　賃借人は次の各号の一に該当する事項が発生した場合は、直ちにその旨を所定の書面をもって賃貸人に届け出なければならない。

（１）本契約調印の代表者若しくは本物件の管理者を変更したとき。

（２）商号、屋号若しくは本店所在地その他定款を変更したとき。

（３）代表者印を変更したとき。

（４）その他賃借人の営業に関し重大な変更を生じたとき。

（書面による確認）

第２９条　本契約各条項に基づく報告、承諾その他一切の意思表示はすべて書面によらなければその効力を生じないものとする。

（契約の消滅）

第３０条　天災地変その他の不可抗力により建物の全部または一部が滅失若しくは破損して本物件の使用が不可能となった場合、本契約は当然終了するものとし、賃貸人及び賃借人は互いに相手方に対し損害賠償の請求はしないものとする。
（協議事項）

第３１条　本契約の各条項の解釈について、疑義が生じた時、又は本契約に定めのない事項については賃貸人及び賃借人は誠意を持って協議のうえ、その解決にあたるものとする。

この契約を証するため、本証書２通を作成し、各自記名押印の上、賃貸人賃借人各１通を保有する。

令和　　年　　月　　日

賃貸人（貸主）　東京都台東区東上野四丁目５番６号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都台東区

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都台東区長　　　服　部　征　夫
賃借人（借主）
別表１

貸付面積計算表

	算出根拠
	（１）東京都建設局道路管理部管理課

道路法路外駐車場設置に関する指導基準「駐車の用に供する部分の面積」

小型乗用車　幅２.３ｍ以上×奥行５.０ｍ以上＝１１.５㎡以上

普通乗用車　幅２.５ｍ以上×奥行６.０ｍ以上＝１５㎡以上

（２）東京都駐車場条例第１７条の５（ただし、付置義務駐車場の面積）

	貸付面積
	（１）自走式小型乗用車　１１．５㎡×１７台　＝１９５．５㎡

（２）自走式普通乗用車　１５．０㎡×１０台　＝１５０．０㎡
二段式小型乗用車　１１．５㎡×１０台　＝１１５．０㎡ 
（投影面積による。駐車台数１９台）
　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　４６０．５㎡
（台東区専用駐車分保留面積６台８６.５㎡を含めず）

	備　　考
	（１）「駐車の用に供する部分の面積」を含む建築設計上の駐車場区画全面積
　　　１，６６８．８０㎡

（２）「駐車の用に供する部分の面積」の建築設計上の平場面積
　６０１．２１㎡


別表２

駐車場設備貸付表

	立体駐車場

設備
	（１）機械式駐車設備

昇降横行ピット二段式駐車装置（中型用：４連７台）　　１台

昇降ピット二段式駐車装置（中型用：２連４台）　　　　１台

昇降ピット二段式駐車装置（中型用：４連８台）　　　　１台

（２）制御盤・操作盤等上記附属装置一式　　　　　　　　一式



	管制設備
	駐車場管制装置

①　信号制御盤　　　　　　　１面
　②　合流注意灯　　　　　　　４台　合流注意（２）、信号灯付（２）
　③　ループコイル　　　　　　６箇所
　④　出庫警報装置

	その他
	駐車場資機材室


別表３
駐車場設置設備
	管制設備

	1  駐車券発券機　１台　　⑤車番認証カメラ　
2  全自動精算機　１台    ⑥無料処理機器　３台
③　満空車表示灯　１基
④　カーゲート　　１組
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